
知知っってて得得すするるる 「2024年問題」について法務編

　働き方改革関連法の改正により、2024年4月1日から、自動車運転業務、建設事業、医師等について、時間
外労働の上限規制が施行されます。この改正に伴って生じる課題等が「2024年問題」と呼ばれています。
　今回は、この「2024年問題」の内容と、想定されている課題・対策等についてご紹介します。

第１　「2024年問題」とはどのようなものか
１ 働き方改革関連法の全体像
	 　上記の通り、2024年問題は、働き方改革関連法の一連の改正に伴うものです。
　　働き方改革関連法は2019年4月から、順次施行されています。まずは、これまでの改正の全体像を
ご紹介します。
（１） 2019年4月から
・	時間外労働の上限規制（大企業対象）導入：一部の業種を除き、大企業について時間外労働の上限規制
（原則、月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がある場合の上限は月100時間・年720時間）が
導入されました。

・	その他、有給休暇を年5日以上確実に取得させる規制や、高度プロフェッショナル制度の創設等が
されました。

（２） 2020年4月から
・	正社員・非正規労働者間の不合理な待遇差禁止（大企業対象）：同一企業内で、正社員・非正規間での
給与等の待遇について不合理な差を設けることが禁止されました。

・	時間外労働の上限規制（上記（1）参照）が、中小企業についても導入されました。
（３） 2021年4月から
・	正社員・非正規労働者間の不合理な待遇差禁止（中小企業対象）が施行されました。

（４）	2023年4月から
・	中小企業の月60時間超の時間外労働の割増率が25％から50％に引き上げられました（なお、大企業では
2010年4月から引き上げられています）。

２ 「2024年問題」とは
	 　以上の通り、時間外労働の上限規制は、大企業では2019年から、中小企業でも2020年から導入されました。
	 　一部の業種では上限規制の適用が猶予されてきましたが、この度、猶予期間が終了し、2024年4月から、主に
次の(1)～(3)の業種が上限規制を受けるようになります。これに伴う問題が「2024年問題」と呼ばれています。

（１）自動車運転業務
　これまで時間外労働の上限は設けられていませんでしたが、年960時間が上限として定められます。
　併せて、トラックドライバーの拘束時間を定めた厚生労働省の基準告示の改正も同時に行われ、1日・
1か月あたりのトラックドライバーの拘束時間に対する規制が強化されます。

（２）建設事業
　災害の復旧・復興の事業を除き、一般的な上限規制がすべて適用されます（原則、月45時間・年360
時間）。
　災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働が月45時間を超える月は年6回まで、時間外労働は
年720時間以内とする要件が適用されます。

（３）医師
　年間の時間外・休日労働の上限が、最大で1860時間となります。
　具体的には、医師の時間外労働の上限時間は、月100時間（例外的に適用されない場合がありま
す）・年960時間が原則とされます。
　一方、救急医療等の場合や、地域医療体制確保のため医師を派遣する病院の場合、臨床・専門研
修や高度技能の習得研修の場合には、上限時間は月100時間（例外的に適用されない場合がありま
す）・年1860時間とされます。

第２　「2024年問題」で想定されている課題と対策
１ 自動車運転業務について
	 　上記第1・2で挙げた3つの業種の内、特に自動車運転業務について「物流の2024年問題」などと呼ば
れています。

	 　想定されている課題と対策は、以下のようなものがあります。
（１）課題

① 輸送能力の不足の可能性
　国土交通省の試算では、2024年問題に対して具体的な対応を行わなかった場合、2024年度に輸送能
力が約14％不足し、更にその後も対応を行わなかった場合、2030年度に輸送能力が34％不足する可能性
がある、とされています。

② コスト増・サービス低下の可能性
　時間外労働規制・拘束時間規制により、例えば、長距離輸送では、これまで1日・1人で運送可能だったも
のが、2日又は2人での対応が必要となる場合が生じます。
これにより、運送業者はこれまで以上に人材確保が必要となり、負担するコストの増加が見込まれます。
　一方、労働者（ドライバー）は、1人当たりの労働時間が減り、これまでよりも賃金が低下すること等により、担
い手不足となることが懸念されています。
　これらの影響により、これまでの購入者が送料を直接負担しないサービス（いわゆる「送料無料」）や、即日・
翌日に商品の配達を受けられたサービスなどについても、支障が生じる可能性があります。

（２）	対策
	 対策としては、まずは、物流の効率化が挙げられます。ＤＸの推進、荷待時間の削減や荷役作業の効率
化等により、労働生産性を向上させることが求められています。
　他にも、荷主や消費者の行動変容が対策として挙げられています。一例として、消費者庁では、「送料無
料」表示の見直しが検討されるなどしています。

2 建設事業について
（１）課題
　建設事業においても、これまでのような長時間労働をさせることができなくなり、労働力が不足することが
見込まれています。
　建設事業は、これまでも長時間労働が常態化し、建設業従事者が減少し、労働者の高齢化が進むなど
しており、これまでも人手不足の状態にありましたが、さらに拍車がかかることが懸念されます。

（２）対策
　現在検討されている対策は、自動車運転業務と同様、ＤＸの推進や生産性の向上、職場環境の改善、労
務管理の適正化等が求められています。

3 医師について
（１）課題
　医師については、長時間労働が常態化しており、2024年以降も相当長時間の上限水準（最大で年1860
時間）となっています。この点については、2024年以降も定期的な労働時間短縮計画の見直し等が行われ
る見込みです。
　一方で、病院において、医師の時間外労働を減らすために休日の外来診療を休止するなどの事例もあ
り、医師の働き方改革の実現と医療の質・安全の確保をいかに両立して実現していくか、が課題となります。

（２）対策
　長時間労働を生む構造的な問題に対しては、医療施設の配置の見直し、医師偏在の是正、受診者等の
協力に基づく適切な受診の推進等が挙げられています。
　医療機関内においては適切な労務管理の推進と、医師に集中する業務の一部を、看護師、薬剤師や医
療に関連する他の職種に、業務の移管や共同化を行うタスク・シフト／タスク・シェアの推進などが行われて
いく見込みです。

第5　最後に
　2024年問題への対応は、上記の3つの業種において業務の見直し等が求められることはもちろんですが、
該業種と取引等をする事業者においても、これを踏まえる必要があります。
　働き方改革関連法の改正には、詳細な定め等もありますので、お困りの際などには専門家にご相談ください。

以上
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